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●
養
老
町
部
設
置
条
例
の

一
部
改
正４
月
以
降
の
住
民

の
対
応
方
法
は
。

総
合
窓
口
で
の
案

内
や
、
庁
舎
内
看
板

等
で
、
周
知
し
て
い
く
。

「
住
民
目
線
」
を

意
識
し
た
箇
所
は
。

例
え
ば
下
水
道
は

水
道
課
が
、
浄
化
槽

は
生
活
環
境
課
が
担
当
と
い

う
の
で
は
な
く
、
総
体
的
な

下
水
道
構
想
と
い
っ
た
視
点

で
配
置
・
業
務
の
見
直
し
を

行
っ
た
。
ま
た
、
窓
口
業
務

で
は
住
民
が
何
の
担
当
課
か

分
か
る
よ
う
に
、
課
名
の
変

更
も
行
う
。改
正
の
目
的
を
一

言
で
表
す
と
。

ス
リ
ム
な
役
場
機

能
と
部
長
制
の
強
化
。

●
養
老
町
職
員
の
懲
戒
の

手
続
及
び
効
果
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

近
年
の
懲
戒
処
分

の
状
況
は
。

処
分
の
中
で
は
免

職
や
停
職
は
無
く
、

減
給
が
最
も
多
い
。

こ
の
条
例
の
対
象

と
な
る
職
員
の
範
囲

は
。

一
般
職
で
は
、
正

職
員
、
再
任
用
職
員
、

そ
し
て
会
計
年
度
任
用
職
員

も
対
象
と
な
る
。

●
養
老
町
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
を
改
正

被
保
険
者
に
与
え

る
影
響
額
は
。

令
和
２
年
度
の
所

得
を
参
考
に
試
算
し

た
と
こ
ろ
、
対
象
者
は
５
１

０
名
、
影
響
額
は
５
８
３
万

円
の
調
定
減
と
な
る
。

軽
減
判
定
所
得
算

定
の
基
準
額
が

�万

円
か
ら

�万
円
に
引
き
上
げ

ら
れ
た
理
由
は
。

個
人
所
得
課
税
の

見
直
し
（
給
与
所
得

控
除
や
、
公
的
年
金
等
控
除

か
ら
基
礎
控
除
へ

�万
円
の

振
替
等
）
に
伴
い
、
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減
判
定
所
得

の
算
定
で
不
利
益
が
生
じ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
。

●
西
南
濃
老
人
福
祉
施
設
事

務
組
合
の
解
散
に
伴
う
財

産
処
分
に
関
す
る
協
議

各
市
町
の
解
体
負

担
費
用
は
。

解
体
負
担
費
用
の

概
算
は
約
５
０
０
０

万
円
で
、
組
合
の
歳
計
現
金

が
２
２
７
５
万
１
０
０
０
円

の
見
込
で
あ
る
た
め
、
残
り

の

�％
を
２
市
６
町
の
均
等

割
り
、

�％
を
人
口
割
り
と

し
て
算
出
す
る
。
な
お
、
施

設
解
体
後
の
敷
地
は
垂
井
町

の
土
地
で
あ
る
た
め
、
垂
井

町
の
裁
量
に
な
る
。

●
町
税
以
外
の
諸
納
付
金

の
督
促
手
数
料
、
延
滞

金
徴
収
並
び
に
滞
納
処

分
執
行
条
例
等
の
一
部

改
正

下
水
道
に
関
し
て

当
町
で
延
滞
金
を
徴

収
し
た
具
体
例
は
。

下
水
道
条
例
に
関

し
て
は
、
実
際
に
延

滞
金
を
徴
収
し
た
事
例
は
無

い
。

今
後
、
下
水
道
も

延
滞
金
を
徴
収
す
る

考
え
は
。

現
時
点
に
お
い
て
、

西
濃
管
内
で
は
延
滞

金
を
徴
収
し
て
い
る
自
治
体

は
な
く
、
近
隣
市
町
の
状
況

を
確
認
し
な
が
ら
検
討
し
て

い
き
た
い
。

●
養
老
町
簡
易
水
道
事
業

給
水
条
例
の
一
部
改
正

西
部
簡
易
水
道
の

現
在
の
滞
納
状
況
は
。

収
納
率
は

�％
程

で
あ
る
た
め
、
６
％

程
の
滞
納
と
な
っ
て
い
る
。

料
金
改
定
に
関
す

る
周
知
の
状
況
は
。

平
成

�年
２
月
の

西
部
簡
易
水
道
組
合

の
総
代
会
に
お
い
て
、
料
金

体
系
を
決
定
し
た
際
に
、
地

元
の
方
に
回
覧
文
書
及
び
郵

送
等
で
周
知
を
行
っ
た
。
ま

た
、
地
元
の
区
長
に
も
協
力

し
て
頂
き
、
皆
さ
ん
に
周
知

し
て
頂
い
て
い
る
。

現
在
の
加
入
者
数

の
状
況
は
。

令
和
２
年

�月
の

西
部
簡
易
水
道
の
使

用
者
件
数
は
８
５
８
件
で
、

う
ち
上
水
道
へ
の
加
入
申
し

込
み
件
数
は
約
８
０
０
件
と

な
っ
て
い
る
。

上
水
道
に
切
り
替

わ
っ
た
と
き
、
加
入

し
な
い
と
い
う
人
へ
の
対
応

方
法
は
。

現
在
、
加
入
さ
れ

な
い
方
の
家
に
は
井

戸
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
状

況
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
令

和
６
年
度
に
は
西
部
簡
易
水

道
を
廃
止
し
て
、
上
水
道
に

移
行
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
っ

か
り
周
知
し
て
い
き
た
い
。

臨
時
会
・
定
例
会

委
員
会
報
告

意
見
書
・
審
議
結
果

一
般
質
問

交
流
会
報
告

子
ど
も
議
会

あ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
た
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答 問答 問答 問

答 問答 問答 問

問答 問答問答
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産産
業業
建建
設設
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会会
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のの
付付
託託
議議
案案
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●
養
老
町
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改

正

期
末
手
当
が
０
・

０
５
月
引
き
下
げ
と

な
る
対
象
人
数
と
影
響
額

は
。

対
象
人
数
は
２
６

７
名
、
影
響
額
は
約

３
８
４
万
円
の
減
額
に
な
る
。

●
養
老
町
会
計
年
度
任
用

職
員
の
給
与
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正会
計
年
度
任
用
職

員
へ
の
影
響
は
。

会
計
年
度
任
用
職

員
の
期
末
手
当
に
つ

い
て
は
、
今
回
引
き
下
げ
の

対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
給
与
条
例
の
準
用
箇

所
の
改
正
で
あ
る
た
め
、
影

響
は
特
に
な
い
。

●
養
老
町
部
設
置
条
例
の

一
部
改
正４
月
よ
り
、
住
民

人
権
課
か
ら
「
人
権
」

の
文
字
が
無
く
な
り
、
住
民

環
境
課
（
仮
）
と
な
る
が
、

今
後
の
人
権
啓
発
に
対
す
る

考
え
方
は
。人
権
啓
発
及
び
擁

護
に
関
す
る
所
管
は

今
ま
で
通
り
住
民
福
祉
部
に

置
き
、
人
権
啓
発
の
施
策
を

し
っ
か
り
と
推
進
す
る
。
ま

た
、
教
育
委
員
会
に
も
人
権

教
育
係
を
配
置
し
引
き
続
き

推
進
し
て
い
き
た
い
。

企
業
誘
致
・
商
工

観
光
課
が
産
業
観
光

課
（
仮
）
に
変
更
と
な
る
が
、

今
後
の
企
業
誘
致
に
対
す
る

考
え
方
は
。養
老
町
は
農
地
が

大
変
多
い
地
域
で
あ

る
た
め
、
農
地
を
守
る
役
割

と
企
業
を
誘
致
す
る
視
点
が

あ
り
、
一
緒
に
検
討
し
て
い

く
方
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
事

務
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
産
業
と
い
う

観
点
か
ら
変
更
す
る
。

●
養
老
町
職
員
の
懲
戒
の

手
続
及
び
効
果
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

人
事
院
規
則
に
準

じ
て
条
例
改
正
を
す

る
に
至
っ
た
経
緯
は
。

人
事
院
規
則
と
当

町
の
条
例
と
は
乖
離

が
あ
り
、
国
家
公
務
員
で
あ

れ
、
地
方
公
務
員
で
あ
れ
、

責
任
の
度
合
い
は
同
じ
で
揃

え
る
べ
き
と
の
思
い
で
、
今

回
人
事
院
規
則
に
沿
っ
て
同

一
の
内
容
と
す
る
。

●
監
査
委
員
の
選
任
同
意

今
年
３
月
ま
で
会

計
管
理
者
で
あ
っ
た

田
中
隆
氏
に
要
請
さ
れ
た
が
、

外
部
有
識
者
で
の
検
討
は
。

金
融
機
関
出
身
の

方
や
公
認
会
計
士
な

ど
を
模
索
し
た
が
、
良
い
と

思
わ
れ
る
人
材
が
見
つ
か
ら

な
か
っ
た
。
な
お
、
田
中
氏

に
つ
い
て
は
、
仕
事
に
厳
し

い
人
物
で
あ
り
、
私
的
な
感

情
を
抜
き
に
し
て
監
査
委
員

の
職
務
を
全
う
し
て
く
れ
る

人
物
だ
と
考
え
て
い
る
。

●
西
南
濃
老
人
福
祉
施
設

事
務
組
合
の
解
散
に
関

す
る
協
議超
高
齢
化
社
会
に

な
っ
て
施
設
利
用
者

が
増
え
る
と
思
わ
れ
る
が
、

施
設
（
清
風
苑
）
が
１
つ
減

る
こ
と
に
対
す
る
考
え
は
。

清
風
苑
も
入
所
者

が
減
っ
て
い
る
現
状

が
あ
り
、
隣
に
盲
養
護
施
設

が
で
き
た
た
め
十
分
対
応
で

き
る
と
聞
い
て
い
る
。
な
お
、

当
町
の
現
入
所
者
３
名
に
つ

い
て
は
同
等
の
条
件
で
入
所

で
き
る
見
込
み
で
あ
る
。

臨
時
会
に
お
け
る

主
な
質
疑
内
容

定
例
会
(議
場
)に
お
け
る
主
な
質
疑
内
容

令
和

２
年
第

２
回
臨
時
会
が
、

�月

�日
に
開
か
れ
、

専
決
処
分

４
件
（
町
営
住
宅
の
管
理
に
関
す
る
和
解
等
）

の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
条
例
の
一
部
改
正

４
件
に
つ

い
て
全
て
可
決
し
た
。
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問答答

答

答

問

問

問

問

答

問答問答

令
和

２
年
第

４
回
定
例
会
が
、

�月
４
日
か
ら

�日
ま

で
の

�日
間
の
会
期
で
行
わ
れ
た
。

初
日
（

４
日
）
は
、
条
例
の
一
部
改
正
、
補
正
予
算
な

ど

�議
案
の
提
案
理
由
の
説
明
が
あ
り
、
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
常
任
委
員
会
に
付
託
し
た
。

ま
た
、
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
補
正
予
算
特
別
委
員
会

を
設
置
、
選
任
し
、
付
託
し
た
。
他
に
監
査
委
員
の
選
任

に
同
意
し
た
。

２
日
目
（

�日
）
は
、
８
議
員
が
一
般
質
問
を
行
っ
た
。

最
終
日
（

�日
）
は
、
各
常
任
委
員
会
委
員
長
及
び
補
正

予
算
特
別
委
員
会
委
員
長
よ
り
、
付
託
さ
れ
た
議
案
に
つ

い
て
の
審
査
の
経
緯
と
結
果
の
報
告
後
、
採
決
を
行
っ
た
。

初
日
に
提
案
理
由
の
説
明
が
あ
っ
た

�議
案
に
つ
い
て
全

て
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た
。
ま
た
、
議
員
発
議
に
よ
る

意
見
書
及
び
議
員
派
遣
に
つ
い
て
も
可
決
し
た
。

な
お
、
定
例
会
の
模
様
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開

し
て
い
る
。

２
日
目
（
一
般
質
問
）
は
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

で
放
送
し
た
。
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・
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